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（敬称略、委員区分ごと順不同）

氏　　名 役職 備考 選出区分

香 取 憲 一 　 小美玉市議会 （1）市議会議員

亀 山 一 小美玉市商工会

矢 口 博 之 新ひたち野農業協同組合

荒 川 英 一 霞台厚生施設組合

古 渡 正 好 湖北環境衛生組合

篠 田 肇 茨城地方広域環境事務組合

藤 田 泰 正 会長 小美玉市区長会

松 本 栄 子 副会長 小美玉市女性会連絡協議会

福 島 ヤ ヨ ヒ 小美玉市消費生活の会

井 坂 英 二 小美玉ネット

羽 鳥 敏 政 小美玉市まちづくり組織連絡会

羽 鳥 愛 小美玉市国際交流協会

小 島 隆
小美玉市企業連絡協議会（美野里地区）
 会長企業 横浜ゴム株式会社 茨城工場

萩 原 宏
小美玉市企業連絡協議会（玉里地区）
 副会長企業 株式会社コバヤシ 石岡工場

萩 原 茂 小美玉市区長会（小川地区）

山 内 一 郎 小美玉市区長会（美野里地区）

吉 倉 一 郎 小美玉市区長会（玉里地区）

（2）市内関係各種
団体の代表

（3）市内企業会社
の代表

（5）その他市長が
特に必要と認めた

者

令和５年度　小美玉市廃棄物減量等推進審議会委員_名簿
資料１



 

○小美玉市廃棄物減量等推進審議会条例 

平成18年３月27日 

条例第117号 

(設置) 

第１条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第５条の７の規定に

基づき，小美玉市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 

(事務及び事業) 

第２条 審議会は，前条の目的を達成するため，次に掲げる事項について調査，研究，審

議する。 

(１) 廃棄物の減量に関すること。 

(２) 廃棄物の資源化及び有効利用に関すること。 

(３) 前２号に係る生活環境の保全に関すること。 

２ 審議会は，廃棄物処理上必要な事項に関して，市長に建議することができる。 

(組織) 

第３条 審議会は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する20人以内の委員をもって組織

する。 

(１) 市議会議員 

(２) 市内関係各種団体の代表 

(３) 市内企業会社の代表 

(４) 識見を有する者 

(５) その他市長が特に必要と認めた者 

(任期) 

第４条 審議会委員の任期は，２年とする。ただし，任期満了による再任は妨げない。 

２ 任期中に欠員を生じた場合の補充の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

(役員) 

第５条 審議会に会長及び副会長各１人を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は，会務を総理し，会議の議長となる。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する。 

(会議) 

第６条 審議会は，必要に応じ会長が招集する。 

２ 会議は，委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，会長の決するところに

よる。 

(関係者の出席) 

第７条 審議会は，必要に応じ委員以外の関係者に出席を求め意見を聴くことができる。 

(専門部会) 

第８条 審議会は，必要に応じ専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の担任事項及び部会長の選任方法等は，審議会が定める。 

(報酬及び費用弁償) 

第９条 委員の報酬及び費用弁償については，別に定めるところによる。 

(委任) 

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

この条例は，平成18年３月27日から施行する。 

資料２ 



 

令和 ５年 ８月２４日 

 

小美玉市廃棄物減量等推進審議会会長 殿 

 

小美玉市長 島田 幸三  

（公印省略）   

 

 

小美玉市一般廃棄物処理基本計画について（諮問） 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下，「廃掃法」という。） 第５条の７，並び

に，小美玉市廃棄物減量等推進審議会条例（平成 18年条例第 117号）第２条の規定に

基づき，貴審議会の意見を求めます。 

 

 

１．基本背景 

・市町村は，廃掃法 第６条の規定により，当該区域内において，一般廃棄物を適

正に処理するための方策，市民，事業者と連携した取り組みを明らかにするた

め，一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならないとされています。 
 

・廃掃法 第５条の２に基づき国が定める廃棄物処理に係る基本方針においては,

ごみを減らし,リサイクルを進めるため,ごみの有料化を推進することが市町

村の責務とされています。 
 

・本市では、令和元年 10 月に「COOL CHOICE（＝賢い選択）国民運動」に賛同す

る宣言をしました。また，令和２年７月には，「廃棄物と環境を考える協議会」

を通じて，ゼロカーボンシティ宣言を共同表明しています。 
 

・当市の処理計画においては，家庭系一人一日ごみ排出量の目標値（R17）440ｇ

に対して，実績値（R3）は 601ｇとごみ減量の成果は得られていません。 

 

２．諮問事項 

以下について諮問いたします。 
 

・改正地球温暖化対策推進法において,2050 年カーボンニュートラル実現が基本

理念とされ，その実現に向けては,更なるごみの有料化を通じて,国民の行動変

容を促すことが求められていることから，当市の一般廃棄物処理手数料の見直

しについて意見を伺うもの。 
 

・茨城県生活排水処理ベストプラン（第４回改定），広域化共同化計画がそれぞ

れ令和５年３月に告示されたことから，生活排水処理の見直し等について意見

を伺うもの。 

資料３ 
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 資料４  

令和５年度 小美玉市廃棄物減量等推進審議会（第１回 資料） 

R５．８．２４（木） 開催  

 １）課 題      ・・・P 3 

 ２）背 景          ・・・P11 

 ３）方 針          ・・・P21 

 ４）取 組      ・・・P25 

 ５）その他      ・・・P31 

 ６）スケジュール手続き    ・・・P37 

 

小美玉市 市民生活部 環境課 廃棄物対策係 
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本審議の狙い・目的 

 

・令和３年度からクリーンセンターがオープンし，古布，紙パック，雑がみ，草

木など新たなごみ分別が開始され，また，エコショップ，資源リサイクル店，

食べきり協力店など事業者と連携した取組みなども推進されています 
 

・こうした新たな取組みが進められる一方，これまでに，ごみ減量への実効的な

成果が得られるまでには至っていません 
 

・今日，脱炭素・地球温暖化など環境負荷を減らす上で，改めて，ごみ減量，資

源リサイクル，廃棄物の適正処理への期待が高まっています 
 

・このため，持続可能な地域社会へと着実な一歩を歩みだす上で，市として今後

の取組みを再検討していきます 
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１）課 題 
 

 

 

 

 



p. 4 

１）課 題 

 

【チェック１】基本計画の目標値と大きく離れている 

 

【一人 1日ごみ排出量】     （単位：ｇ） 

項目 Ｒ３
現況値
(H29)

目標値
(R17)

家庭系ごみ 601 605 440

事業系ごみ 199 230 230

計 800 835 670
※資源ごみを除く  

Cf.新施設整備の際に国に申請した地域計画では，目標と実績が大きく乖離した結果、 

改善計画書を提出（生活系１人あたり排出量 計画 190Kg/人⇒実績 224kg/人） 
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【チェック２】 可燃ごみの一人当たりの量は減っていない 
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【チェック３】可燃ごみの中身リサイクルできる余地がある 

ごみ組成 

紙・布類
プラスチッ
ク、ゴム、
皮革類

木・竹・わ
ら類

厨芥類 不燃物類 その他

50.0% 25.0% 8.3% 7.3% 3.1% 6.4%
   

 

 ※霞台 分析結果（R4.4～R5.3月平均） 

 

紙・布類, 

50.0%
プラスチッ

ク、ゴム、

皮革類, 

25.0%

木・竹・わ

ら類, 8.3%

厨芥類, 

7.3%

不燃物類, 

3.1%

その他, 

6.4%
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【チェック４】可燃ごみ量と指定袋の販売数がリンクしていない 
 

 

2,127,500 2,148,500 

2,490,500 

2,237,000 2,284,000 
2,165,000 

241,500 245,500 

293,500 

262,500 
264,500 

242,300 

41,100 

51,900 

9,753 
9,686 9,677 

9,776 

9,483 

9,268 

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4

家庭系可燃ごみ収集量と指定ごみ袋販売数量

２０L

（単位:枚）

３０L

（単位:枚）

４５L

（単位:枚）

可燃ごみ収集量

（単位:ｔ）
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 販売店の購入状況（Ｒ４）  ➣ 45Lサイズのみの取扱店が約半分 

登録店数 全種取扱 45Lのみ 30L取扱 20L取扱 購入なし 

134店舗 
32 店舗 

（23.9％） 
65 店舗 

（48.5％） 
53 店舗 

（39.6％） 
34 店舗 

（25.4％） 
14 店舗 

（10.4％） 

  ※現状では世帯に応じた適正サイス゛を全ての販売店で購入できない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○小美玉市廃棄物の減量及び処理に関する条例 

(事業者の責務) 

第４条第４項 事業者は，前３項に定めるもののほか，廃

棄物の減量及び適正処理の確保等に関し市の施策に協力

しなければならない。 

(事業者等の協力) 

第12条 事業者等は，一般廃棄物処理計画に定めるところ

により，一般廃棄物減量のための市が講ずる施策に協力

しなければならない。 

３ 市長は，一般廃棄物処理計画を達成するため，事業者

等に対し，市の行う一般廃棄物の減量及び処理に関し

て協力すべき事項を指示することができる。 
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【チェック５】昨今水準と比べて手数料が低い（県全体が低い） 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

➣ 対象は平成２２～３０年度に有料化を行った８６

市町村のうち，公表資料より有料化情報が把握

できた６３市町村 

➣ 大袋の料金水準は３０円～５０円台の市町村数が

最も多い（新規導入市町村の平均/１L 単価は

１．１１円） 

 

 

（環境省 有料化手引き 改訂版） 
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 ➣ 近隣自治体の手数料（排出量との相関） 

   

かすみがうら市

市場価格

45L 19.8円

30L 16.0円

20L 13.0円

行方市【＊】

45L 25円

30L 20円

鉾田市

45L 20円

30L 17円

城里町

45L 25円

30L 20円

小美玉市

45L 20円

30L 15円

20L 10円

水戸市【＊】

45L 30円

20L 15円

10L 10円

潮来市【＊】

45L 25円

30L 18円

20L 10円

土浦市【＊】

45L 30円

30L 20円

15L 10円

大洗町【＊】

45L 30円

30L 20円

20L 15円

茨城町

45L 20円

30L 15円

笠間市

45L 20円

20L 10円

石岡市

45L 15円

30L 12円

20L  8円

＊印がつく自治体は，可燃ごみ以外も指定袋を採用

※赤字：小美玉市より手数料が高い傾向、または、可燃ごみ以外も指定袋制

桜川市【＊】

45L 17.5円

30L 14.5円

20L 12.5円

  

Ｒ３実績（実態調査）

市町
生活系可燃ごみ

収集量（ｔ)
人口（人） 一人当たり(Kg)

大洗 3,967 16,195 245.0

桜川 8,262 40,034 206.4

茨城 6,416 31,657 202.7

かすみがうら 8,251 40,824 202.1

石岡 14,578 72,946 199.8

笠間 14,598 74,146 196.9

水戸 53,358 271,258 196.7

小美玉 9,502 49,184 193.2

城里 3,593 18,665 192.5

潮来 4,590 27,361 167.8

鉾田 7,873 47,610 165.4

行方 5,363 33,129 161.9

土浦 19,985 141,276 141.5
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２）背 景 
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２）背 景 

 

【ポイント１】人口・世帯・高齢化の推移 

総合計画資料           

年 2000 2005 2010 2015 2020 

人口 53,406  53,265  52,279  50,911  48,870  

高齢化率 16.9% 19.6% 22.0% 26.4% 30.3% 

世帯数 15,922  16,482  17,159  17,429  18,322  

平均世帯員数 3.35  3.23  3.05  2.92  2.67  

高齢夫婦世帯率 6.0% 8.0% 9.8% 11.7% 13.4% 

高齢単身世帯率 3.6% 4.9% 6.3% 8.2% 10.3% 

外国人数 872 750 786 790 1380 

         出典：国勢調査 
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【ポイント２】ごみ処理には多大な経費がかかる 

年度 合計 うち運営費 うち建設費 受益者負担

額 

受益者負担率 

H28 ３億9,855万 ３億5,905万 3,950万 4,676万 11.74％ 

H29 ４億3,375万 ３億6,482万 6,893万 4,669万 10.76％ 

H30 ５億2,398万 ３億6,736万 １億5,661万 4,730万 9.03％ 

R 1 １５億 640万 ３億6,289万 １１億4,350万 5,473万 3.63％ 

R 2 １８億9,013万 ３億2,015万 １５億6,997万 5,026万 2.66％ 

R 3 ３億2,878万 ２億8,785万 4,093万 5,261万 16.00％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ処理広域化事業:第 1期（H28～R2年度） 

総事業費：約 183億円（周辺整備事業等含む） 

（国交付金：約 59億円＋市町負担金約 123億円） 

うち小美玉市負担：約 30億円 

（特定財源：約 25億円＋市一般財源：約 5億円） 

➣ 単年度 負担 1.2億円（平均耐用年数 25年） 
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➣ 指定ごみ袋作成販売に係る収支（有料化上乗せ分） 

 

 

 

➣ 指定ごみ袋による家計負担（実質賃金，消費者物価，可処分所得との相関） 

 年/収集回数：１０４回 

４５Ｌ １回１枚使用 ２０円×１０４回 ＝ ２，０８０円（月/１７３円） 

３０L  １回１枚使用 １５円×１０４回 ＝ １，５６０円（月/１３０円） 

２０L  １回１枚使用 １０円×１０４回 ＝ １，０４０円（月/ ８６円） 

年度 A.手数料収入 B.作成費 C.販売委託費 差引(A-B-C)

H28     46,175,000     21,629,700     11,606,000     12,939,300

H29     46,172,500     22,075,200     11,603,500     12,493,800

H30     46,652,500     22,831,200     11,724,500     12,096,800

R1     51,675,000     25,017,548     12,986,500     13,670,952

R2     48,677,500     21,347,700     12,235,000     15,094,800

R3     50,058,500     25,283,500     12,601,300     12,173,700
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【ポイント３】市の財政事情と将来負担 
 

財政指標 小美玉市 石岡市 かすみがうら市 茨城町 

実質公債費比率 128.1 136.8 163.2 126.3 

将来負担比率 243.0 133.7 183.1 208.4 

資料：RESAS「自治体財政状況の比較」   
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【ポイント４】関連事項 

 災害廃棄物                   

➣ 新型コロナ，家畜防疫，災害など非常時における廃棄物処理の潜在需要 

     

（災害ごみ仮置き場：県内某地） 

 

➣ 線状降水帯，突風・竜巻など 災害由来の廃棄物処理需要は増大 

◎廃棄物処理事業経費（台風 19 号関連） 

茨城県内 R1：20億 2,596万円 

     R2：27億 8,124万円 

 

◎東日本大震災（小美玉市） 

 主なもの 木くず,ガレキ,家電等 

 処 理 量 10,974ｔ 

 委託経費  2,746万円 

 



p. 17 

 

 広域連携                
 

➣ 処理施設の設置管理においては，体制強化やスケールメリットを確保するため，市町村

がその一部事務を広域連携主体に移管する （他に，し尿，斎場など） 

➣ 現在，広域連携方策として，収集運搬，不法投棄対応，組合統合などを検討 

➣ クリーンセンター設置管理に係る費用負担は，各市町のごみ処理量に応じて増減 

（費用負担：均等割１０％，人口割１０％，搬入割８０％，割合幅：１５％～３８％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

クリーンセンターみらい  

中継センター 
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【Ｒ３ 市町村別の搬入量と人口】 

年度 R3ごみ合計(t) 割合 R3可燃ごみ(t) 割合 人口(人)R4.3 割合

石岡市      24,705 39.4%      21,535 39.1%      72,281 37.4%

小美玉市      15,316 24.4%      13,527 24.6%      49,184 25.4%

かすみがうら市      13,663 21.8%      11,818 21.5%      40,622 21.0%

茨城町       8,978 14.3%       8,156 14.8%      31,296 16.2%  

➣ 当市は，ごみの有料化を採用し，ごみ減量に取り組んできた成果として， 

  人口割合に比べて，ごみの搬入量が少ない 

【Ｒ３ 市町村別の可燃ごみ（収集）量と手数料比較】 

重量 割合 重量 ±差 ±率 45L 30L 20L

石岡市 14,430t 37.41% 199.6kg ＋6.8Kg 3.40% 150円 100円 80円

小美玉市 9,481t 24.58% 192.8kg - - 200円 150円 100円

かすみがうら市 8,250t 21.39% 203.1kg +10.3Kg 5.10%

茨城町 6,415t 16.63% 205.0kg +12.2Kg 6.00% 200円 150円 -

項目
可燃ごみ　計 一人当たり 指定ごみ袋

市場価格

 

➣ ごみ袋の４市町統一については，総体的に見た場合，結果として，組合負担金の上昇，

ひいては，市民負担の増加を招く懸念がある 
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 地球温暖化                
 

➣ 令和３年の地球温暖化対策推進法改正では、2050年カーボンニュートラルが基本理念と

して明確に位置づけ 

地域の取組と国民のライフスタイルに密接に関わる主要分野において、脱炭素でかつ持

続可能で強靭な活力ある地域社会の実現を求めている 

 

➣ 資源循環を通じた脱炭素には大きな期待が寄せられており、国民にとって身近な廃棄物

処理における一般廃棄物処理の有料化は、廃棄物の排出抑制や再生利用等による資源循

環の推進のために有効なツールであり、国民の行動変容を促すことが可能である 

 

➣ 平成 28 年 1月、市町村の役割として「経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の
排出抑制や再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進める
ため、一般廃棄物処理の有料化の推進を図るべきである。」との記載が追加、国全体の
施策の方針として一般廃棄物処理の有料化を推進するべきことが明確化 

 

 

小美玉市は「ゼロカーボンシティー」  
「クールチョイス」を宣言しています   
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【根拠法令】                

 
（廃棄物処理法） 
第６条 
➣ 市町村は，当該区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない 
 
第６条の２ 
➣ 市町村は，一般廃棄物処理計画に従って，その区域内における一般廃棄物を生活環境

の保全上支障が生じないうちに収集し，これを運搬し，及び処分しなければならない 
 
第５条の７ 
➣ 市町村は，その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため，

廃棄物減量等推進審議会を置くことができる 
 
第５条の２第１項（環境大臣が定める基本的な方針） 
➣ 環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な

処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針を定める。 
 
 
（地方自治法） 
第 284条第１項ほか 
➣ 一部事務組合を設立するときは，関係地方公共団体において，議会の議決を経る前

に，組合の運営方針や規約内容について協議を行った上で，それぞれの議会の議決を
経て行う協議により規約を定め，（中略）都道府県知事の許可を得なければならない 

 



p. 21 

 

 

 

 

３）方 針 
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３）方 針 

【基本ニーズ】 

市民アンケート（廃棄物処理） 

廃棄物に係る課題の中で行政が予算を投じて対処すべきもの（最も優先） 
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市民アンケート（ごみ有料化） 

ごみ袋有料化（値上げ）をどう考えるか  

項目 回答数 割合

値上げすべき 64 3.7%

値上げは仕方ない 1056 60.7%

値下げすべき 280 16.1%

その他 341 19.6%

計 1741

値上げ

すべき

3.7%

値上げは

仕方ない

60.7%

値下げすべき

16.1%

その他

19.6%
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【基本方針】 

「持続可能な循環型社会へ」 

将来に先送りしない ３つの低減 
 

 

 

 

可燃ごみ ⇒３Ｒ 

環境負荷 ⇒脱炭素 

財政借金 ⇒健全化 
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４）取 組 
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４）取 組 

 

【ポイント１】ごみ減量と事業適正化 

◎ 指定袋 販売価格 

 可燃ごみの動向や社会経済情勢から 

 更なるごみ有料化について検討する 

  ◎ 指定袋 販売取扱 

 全サイズ 販売（Ｒ４:24.1％） 

 全サイス゛販売と適正購入を推進する 

◎ 指定ごみ袋 販売手数料 

販売価格 20％（1枚/45L４円、30L３円、20L２円） 

  コスト負担の適正化を踏まえ引下げを検討する 
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【ポイント２】高齢化、環境美化保全への対応 

◎ 粗大ごみ等の回収促進 

 粗大ごみ処理 / 家電リサイクル収集運搬 

戸別回収利用    単位：個 

年度 
粗大ごみ     

廃家電 
大 中 小 

R4 257 183 137 121 

⇒ 電話申込（インターネット）・ 手数料 検討  

 

◎ リユース事業（地域における多面的価値） 

    廃棄と消費ニーズ マッチング ⇒ リユース促進 

       Cf.国廃棄物処理施設整備計画：民間連携，リユース拠点の活用 
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（出典：環境省「リユース読本」） 
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家庭ごみ収集状況（全種ごみ） 

（単位ｔ）  

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 月平均 一人平均

H30 932 986 923 966 978 826 976 892 855 883 718 819 10,754 896 209

R1 912 981 853 942 948 908 929 833 902 888 731 885 10,712 893 210

R2 912 1,048 1,042 973 937 906 921 870 936 733 763 927 10,968 914 217

R3 909 955 915 934 985 904 827 905 884 833 695 837 10,583 882 212

R4 853 998 885 864 961 894 850 818 899 814 684 788 10,308 859 210

R5 799 912 896 859 3,466 867 212

600

650

700

750

800

850

900

950

1,000

1,050

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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家庭ごみの収集状況（可燃ごみ） 

（単位ｔ）  

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 月平均 一人平均

H30 834 893 828 886 881 748 878 807 753 811 632 736 9,687 807 188

R1 823 891 761 870 858 825 831 754 806 809 646 804 9,678 807 190

R2 806 936 935 885 832 820 825 776 831 641 667 821 9,775 815 193

R3 809 859 824 847 888 808 743 818 779 734 610 753 9,472 789 190

R4 763 900 798 777 873 803 766 736 798 734 604 709 9,261 772 188

R5 707 831 807 774 3,119 780 191

600

650

700

750

800

850

900

950

1,000

1,050

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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５）その他 
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５）その他 

 

生活排水処理 

湖北環境 茨城地方 湖北環境 茨城地方

小川・玉里 美野里 小川・玉里 美野里

H29 984 1,059 2,043 7,175 6,022 13,197 15,240 
H30 812 946 1,758 7,040 5,883 12,923 14,681 

R1 935 869 1,804 7,174 5,996 13,170 14,974 
R2 734 828 1,562 7,924 5,947 13,871 15,433 

R3 629 803 1,432 7,829 6,135 13,964 15,396 

項目

生し尿 浄化槽汚泥
C.合計
( A+B )A. 小計 B. 小計

 

  

2,043 1,758 1,804 1,562 1,432 

13,197 12,923 13,170 13,871 13,964 

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

H29 H30 R1 R2 R3

浄化槽汚泥

生し尿
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課 題 

   処理経費（組合負担金） 

年度 合計 うち運営費 うち建設費 

H28 １億2,990万 １億2,990万 ―  

H29 １億3,935万 １億3,935万 ―  

H30 １億4,357万 １億4,357万 ―  

R1 １億5,205万 １億5,205万 ―  

R2 １億5,307万 １億5,307万 ―  

R3 １億6,401万 １億6,401万 ―  
   

・現施設の更新（茨城地方），更新費用 

  ・社会背景（人口減少），し尿・汚泥 処理量の減少 

  ・処理区域（合併前のまま） 
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背 景 

令和５年３月：茨城県ベストプラン改定（広域化・共同化計画） 

 

 

 

 

 
 

項目 

 汚水処理人口（単位：人） 
普及率 

計 下水道 農業集落排水 合併処理浄化槽 

令和２年 

（基準年） 
41,148 23,632 4,690 12,826 82.4% 

令和 14 年 

（中期計画） 
44,448 31,584 653 12,211 98.2% 
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計 画 

処理区域の統合（美野里地区を湖北組合へ） 

 

湖北環境衛生組合 

茨城地方広域環境事務組合 



p. 36 

経 過 

 

  ・施設更新計画（茨城地方組合）  

・基本方針 議会説明（Ｒ３.９月）  

・組合脱退及び加入方針（下協議）  

  茨城地方組合：組合管理者，議会説明  

  湖北環境組合：組合管理者，議会説明  

・組合及び構成市への申し入れ（Ｒ４．１２月）  
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６）スケジュール/手続き 
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５）スケジュール/手続き 

 

（Ｒ５）８月 審議会（第１回） 諮問，計画/方針（素案）説明 ・・・ウェブ 

    ９月 審議会意見照会（書面） 

１１月 審議会（第２回） 中間答申 計画/方針（案） ・・・ウェブ・広報 

１２月 パブコメ予告（議会），補正予算（審議会報酬） 

（Ｒ６）１月 パブコメ         ・・・ウェブ・広報 

    ２月 審議会（第３回） 答申 計画/方針    ・・・ウェブ・広報 

    ３月 答申/パブコメ結果（議会） 

 

（以降）  手数料条例改正，補正予算計上，規則要綱改正 

周知啓発，販売体制準備（シール，取扱店）  ・・・ウェブ・広報 

新制度スタート 

（生活排水処理編） 

  ※Ｒ６以降，地方自治法に基づき構成団体や県と組合脱退及び加入協議に着手 

    最短ではＲ７から処理区域の統合 


